
東京電力ホールディングス（株）　福島第二原子力発電所

２０２５年　３月３１日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし
 

該当なし
 

該当なし
 

3   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード 発見日

1 1号機

原子炉建屋南側道路（屋外、非管理区域）において、防護システム保守点検業務を行っていた協
力企業作業員１名が移動中、配管サポートに左膝下をぶつけ負傷（出血あり）。
業務車にて医療機関へ搬送し、軟膏処置を行い医師により「裂傷」と診断されたため、原因調査・
対策検討。
なお、負傷した作業員は休業せず業務を行っている。

ＧⅢ 3月27日

2 3号機
補機冷却海水系・原子炉補機冷却系第２中間ループ熱交換器入口母管隔離弁において、配管点
検中にシート部からの漏えい（海水）が認められたため、当該弁を点検・修理。
なお、当該弁は通常「開」運用のため、系統機能への影響はない。

ＧⅢ 3月27日

3 その他
内部監査において、「2024年度 関係法令及び保安規定の遵守に係る各組織の活動計画」に定め
る企業倫理活動の記録について、社内マニュアルのとおりに記録作成が行われていないことが認
められたため、原因調査・対策検討。

ＧⅢ 3月27日

２０２４年度　パフォーマンス向上会議不適合報告情報（２０２５年　３月３１日（月）分）

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。
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